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四街道市後期高齢者健康診査未受診者勧奨業務公募型プロポーザル実施要領 

 

1. 目的 

本要領は、四街道市後期高齢者健康診査未受診者勧奨業務に係る受託候補者を選定

するための公募型プロポーザル実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

2. 事業概要 

(1) 事業名 

四街道市後期高齢者健康診査未受診者勧奨業務 

(2) 事業内容 

別紙仕様書のとおり 

(3) 履行期間 

契約締結日の翌日から令和８年３月３１日まで 

(4) 提案上限額 

６，０５６千円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。なお、本事業

の予算は、令和７年度当初予算において計上するものであるが、予算の否決、延

期、事業の中止及び予算減額による仕様変更など、不測の事態が生じたことによ

り応募事業者又は受託候補者に損害が生じた場合にあっても、市はその損害につ

いて一切負担しない。 

 

3. 選定方法 

四街道市後期高齢者健康診査未受診者勧奨業務受託候補者選定要領に基づき、応募

事業者から提出された企画提案書等の書類、企画提案書等に基づくプレゼンテーショ

ンにより四街道市後期高齢者健康診査未受診者勧奨業務受託候補者選定委員会（以下

「委員会」という。）が審査の上、選定する。 

 

4. 参加資格 

(1) ＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）を通じて健診結果データ及びレセプトデ

ータ（以下「データ等」という。）の送受が可能なこと。 

(2) 本事業による受診率の変化などについて、履行期間中の最新のデータ等に基づ

いて効果検証を実施し、その結果を５０ページ以上の報告書で作成・報告できる

こと。 

(3) 人口規模が四街道市（後期高齢者健康診査対象者数 15,000 名程度）と同等規

模以上の地方公共団体において、過去 10年以内に本事業と同様の事業を受託し、

少なくとも 1％以上の受診率向上実績を 2件有すること。ただし、新型コロナウ

イルス感染症の影響がある令和３年度の実績は含めないこと。 
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(4) 自社に研究者（公衆衛生修士・博士）及びデータ等の分析を行う者が在籍し、

それらの者を含む受託体制を構築していること。 

(5) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会指定のプライバシーマーク又は情報

セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認定を受けており、定期的に更新

がされていること。 

(6) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しないこと。 

(7) 本実施要項公表日以降において、四街道市建設工事請負業者等指名停止措置要

領（平成４年７月 １日施行 ）による指名停止を受けていないこと。 

(8) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者については、同

法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がされていること。 

(9) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者については、同

法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がされていること。 

(10) 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に

基づく清算の開始、又は破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第

１９条の規定に基づく破産手続開始の申立てがされていないこと。 

(11) 国税及び地方税の滞納がないこと。 

 

5. 選定スケジュール 

スケジュールは次のとおりとする。ただし、都合により変更する可能性があるため

留意すること。なお、その際は、市ホームページに掲載する。 

募集開始・仕様書等の配布 令和７年３月 12日（水） 

質疑受付開始 令和７年３月 12日（水） 

質疑受付期限 令和７年３月 19日（水）17：00まで 

質疑回答 令和７年３月 24日（月） 

参加意向申出書兼宣誓書等の提出期限 令和７年３月 26日（水）17：00まで 

参加資格確認結果通知 令和７年４月 ２日（水） 

第一次審査（書類審査）書類提出期限 令和７年４月 ９日（水）17：00まで 

第一次審査の結果通知 令和７年４月 16日（水） 

第二次審査（プレゼンテーション審査）

実施 

令和７年４月 24日（木） 

第二次審査の結果通知 令和７年４月 25日（金）以降 

契約手続開始 令和７年５月中旬 

 

6. 募集における応募等の手続き 

(1) 実施要項等に対する質疑応答の実施 
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本事業に応募しようとする応募事業者は、本実施要項、四街道市後期高齢者健

康診査未受診者勧奨業務企画提案書作成要領（以下「企画提案書作成要領」とい

う。）、仕様書に記載している内容に対する質問を質問票（様式３）により行うこ

とができる。質問票は必要に応じて項目を追加できる。 

(2) 質疑の受付 

(ア)提出方法 

質問票（様式３）に記入の上、「10．提出・問い合わせ先」の E-mail又は

FAXにより提出すること。E-mailの場合、表題を「四街道市未受診者勧奨プ

ロポ質問（会社名）」とすること。FAXの場合には、質問票のみ送付すること。  

なお、電話又は口頭による質問は受付しない。 

(イ)回答方法 

回答は E-mailで回答し、質疑応答内容を別途市ホームページに掲載する。 

（ http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/jigyoshamuke/bosyu/k

oukikenshinkansyo.html） 

(3) 参加意向申出書兼宣誓書等の提出 

応募事業者は、次のとおり提出すること。 

(ア)提出書類 

提出書類 様式 部数 備考 

参加意向申出書 

兼宣誓書 

様式１ 1部  

会社概要及び 

財務状況の分か

るもの 

任意 1部 財務状況は貸借対照表、損益計算書、

キャッシュフロー計算書等とし、四半

期、中間決算若しくは本決算で最新の

もの（連結決算がある場合は連結決算

のものとする。） 

受託実績一覧 様式２ 1部  

納税証明書（写） － 1部 法人の場合：「法人税」「消費税及び地

方消費税」（その３の３） 

個人の場合：「申告所得税」「消費税及

び地方消費税」（その３の２） 

履歴事項全部 

証明書 

－ 1部 提出日前３か月以内に発行されたもの

とする。 

受託体制組織図 － 1部 各担当の氏名、所属部署、役職及び担

当する業務が分かること。また、 4.参

加資格（4）の資料として修了証明書（又

は学位取得証明書）及びデータ分析の



4 

 

技術力が分かるもの（情報処理等資格

に係る証明書又は特許（登録）証等及

び会社での所属が分かるもの）をそれ

ぞれ 1部添付すること。（写し可） 

報告書の 

サンプル 

－ 1部 実際の報告書から機密情報等をマスキ

ング等して作成すること。 

(イ)提出方法  

持参又は郵送（書留郵便に限る）とし、郵送の場合は提出期限までに必着

とする。 

(ウ)提出場所  

「10．提出・問い合わせ先」のとおり。 

(エ)参加資格確認結果通知 

上記により提出を受けた書類に基づき、委員会事務局が参加資格の確認を

行い、参加の可否を E-mailにより通知する。 

(4) 参加辞退 

参加意向申出書兼宣誓書等の提出後に手続きを辞退する場合は、辞退届（様式

４）を「10．提出・問い合わせ先」まで持参又は郵送若しくは E-mailで提出する

こと。なお、辞退により応募事業者が不利益な扱いを受けることはない。 

 

7. 第一次審査（書類審査） 

応募事業者から提出された企画提案書等を用いて、別に定める評価基準に基づき、

提案内容を評価するものとし、評価の結果が上位３者を第二次審査対象として選出す

る。 

なお、応募事業者が１者のみの場合は、第一次審査の結果が６割以上の配点となっ

たとき、第二次審査は行わず受託候補者として選定する。 

(1) 企画提案企画書等の提出 

提出する書類は次のとおりとする。 

提出書類 様式 部数 

企画提案提出書 様式５ 正本 1部 副本 7部 

企画提案書 － 正本 1部 副本 7部 

見積書 － 正本 1部 副本 7部 

勧奨通知物サンプル 

（５パターン以上） 

－ 正本 1部 副本 7部 

(2) 企画提案書の作成 

企画提案書は別に定める企画提案書作成要領に基づき作成すること。 

(3) 見積書内容 
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 任意の様式とする。 

 業務内容ごとに積算内訳を記載すること。 

 宛先は、「四街道市長」とすること。 

 税抜金額、消費税額、合計金額を表示すること。 

 所在地、事業者名、代表者氏名、担当者氏名、担当者連絡先（電話番号）、

担当者役職、担当者所属部署を記載すること。 

(4) 勧奨通知物サンプル 

 勧奨通知物は対象者の特性に合わせた内容とし、少なくとも５パターン用

意すること。 

(5) 第一次審査の結果通知 

第一次審査の結果は、全ての応募事業者に対して E-mail で通知する。審査結

果の詳細（各応募事業者の得点等審査内容及びその他の審査過程等をいう。）に

ついての問い合わせには、一切応じない。 

なお、第一次審査を通過した応募事業者に対して、市は別途補足説明資料を求

めることができる。市から求めがあった場合には、市が指定する期限及び方法に

より補足説明資料を提出すること。 

 

8. 第二次審査（プレゼンテーション審査） 

第二次審査対象となった応募事業者の中から、別に定める評価基準に基づき、第二

次審査（プレゼンテーション）を実施し、その提案内容を審査する。得点の合計が同

点の場合は、評価項目の「事業費」「企画提案内容」「受託実績」の順で得点が高い応

募事業者を選定する。 

なお、第二次審査の結果は、第二次審査を実施した全ての応募事業者に対して 

E-mailで通知する。 

(1) 第二次審査の開催 

「５．選定スケジュール」のとおりとする。なお、開催時間、開催会場、実施

方法は別途通知する。 

(2) 選定結果の公表 

選定結果は、市ホームページで公表する。なお、選定結果の詳細（各応募事業

者の得点等審査内容及びその他の選定過程等をいう。）についての問い合わせに

は、一切応じない。 

(3) 選定の取消 

市は、受託候補者選定後であっても、契約締結するまでの間に「4.参加資格」

に該当しなくなった場合又は提案内容に虚偽の記載あるいは重大な瑕疵があっ

た場合、その選定を取り消すことができる。 

(4) その他 
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評価が一定水準に達しない（得点６割未満）場合は受託候補者を選定しない。 

(5) 契約 

受託候補者と業務契約に関する詳細協議の上、予定価格以内で、随意契約を行

う。なお、協議が整わず契約見込みがないときは、次点の受託候補者と契約に向

けて協議する。 

 

9. 留意事項 

(1) 費用                                                                                                                                                                                                                                                                      

書類の提出、プレゼンテーションの出席その他経費については、全て応募事業

者の負担とする。 

(2) 書類の返却 

提出された書類は返却しない。 

(3) 資料の公表 

プロポーザルに関する一連の資料は、四街道市情報公開条例等の法令に基づき、

公表される場合がある。 

(4) 企画提案書の著作権 

企画提案書の著作権は、それぞれの応募事業者に帰属するが、選定を行う作業

に必要な範囲においては、無断・無償で複製を作成することがある。 

(5) 事業の担当者 

本事業の実施に際しては、受託体制組織図中に記載された担当者について変更

を認めない。ただし、変更の理由及び変更予定者について、やむを得ないと認め

た場合はこの限りではない。 

 

10. 提出・問い合わせ先 

〒２８４－８５５５ 千葉県四街道市鹿渡無番地 

四街道市健康こども部国保年金課 高齢者医療年金係 

電話：０４３－４２１－２１１１（代表） 

   ０４３－４２１－６１２６（直通） 

E-mail：ykokuho@city.yotsukaido.chiba.jp 


